ひたち生き生き百年塾推進本部設置要項
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　（目的）
第１条　この要項は、市民と行政が一体となって日立市民の生涯学習運動を総合的・効果的に進めるため、ひたち生き生き百年塾推進本部（以下、「本部」という）を置き、その運営に必要な事項を定める。

　（事業）
第２条　本部は「ひたち生き生き百年塾運動」（以下、「百年塾運動」という）を進めるため次の事業を行う。

 (1)　広報による市民の生涯学習啓発と情報の収集・提供

 (2)　関係団体とのネットワークの強化

 (3)　学校教育の支援と健全な子どもの育成支援
 (4)　まちづくり人材の発掘・育成・活用と市民教授等の登録・活用の促進

 (5)　住みよいまちづくり活動と産業の活性化
 (6)　市民の生涯学習の機会と成果発表の場の提供
 (7)　百年塾運動全体の調整

 (8)　その他、百年塾運動推進に必要な事業

　（組織）

第３条　本部の組織は、別表１のとおりとする。

　（役員）

第４条　本部に次の役員をおく。

 (1)　本部長及び副本部長

 (2)　各専門部会長

 (3)　新みらい委員会委員長

 (4)　市役所委員会委員長

 (5)　監事

 (6)　顧問

　（正副本部長・顧問の選出方法と任務）

第５条　本部長は、日立市教育長とし、本部を代表する。副本部長は、広く、市民、市民教授、企業、市職員などの中から本部長が推薦し、本部総会において承認を得る。副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、本部長が指定する副本部長がその職を代行する。

　　顧問は本部長が指名し、委嘱する。会の運営において、必要に応じ意見をのべることができる。

　（会計監事の選出方法と任務）

第６条　会計監事（２名）は、本部総会で選出し、会計を監査する。

　（その他の役員の選出方法と任務）

第７条　専門部会長、市役所委員会委員長は、それぞれ構成委員の互選により選出し、その会を代表し、会議を進行する。

　（推進委員及びその役割）

第８条　百年塾運動を推進するための専門部会構成員を推進委員という。

２　日立市における生涯学習を積極的に推進する意思のある人は誰でも随時推進委員に登録することができる。

３　推進委員の更新や所属変更は２年毎に定期的に行うことができる。

４　専門部会で決定した活動方針や事業計画に基づき活動する。

５　地域コミュニティ、ボランティアグループ、自主グループ等と係りニーズを把握し、それらをサポートする。

　（会議）
第９条　本部の会議は次のとおりとし、各会議の構成と任務は別表２のとおりとする。

 (1)　本部総会

 (2)　本部会議

 (3)　副本部長・部会長会議

 (4)　企画会議

 (5)　専門部会

 (6)　新みらい委員会
 (7)　実行委員会・プロジェクト
 (8)　市役所委員会
　（任期）

第１０条　役員と委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、市民代表の副本部長及び各専門部会長の任期は、２期(４年)を限度とする。
　（経費）

第１１条　本部経費は、日立市からの補助金その他の収入をもってあてる。

　（会計年度）

第１２条　本部の会計年度は、毎年４月１日から始まり翌年３月３１日に終わる。

　（事務局）

第１３条　本部の事務局は、日立市教育委員会生涯学習課におく。

　（委任）

第１４条　この要項に定めるもののほか、運営について必要な事項は本部長が別に定める。

　付　則
　１　この要項は、昭和６３年８月２０日から施行する。

　２　発足時の役員と委員の任期は、第９条の規定にかかわらず平成２年３月３１日までとする。

　３　この要項は、平成　４年　５月３０日から施行する。

　４　この要項は、平成　６年　５月２８日から施行する。

　５　この要項は、平成　７年　５月２６日から施行する。

　６　この要項は、平成　８年　５月　８日から施行する。

　７　この要項は、平成１１年　５月１４日から施行する。

　８　この要項は、平成１２年１１月２１日から施行する。

　９　この要項は、平成１５年　５月２２日から施行する。

　10　この要項は、平成１８年　４月２７日から施行する。

　11　この要項は、平成１９年　５月２２日から施行する。

　12　この要項は、平成２０年　４月２３日から施行する。

　13　この要項は、平成２２年　４月２３日から施行する。

　14　この要項は、平成２３年　５月１９日から施行する。
　15　この要項は、平成２５年　４月２６日から施行する。

　16　この要項は、平成２９年　４月２１日から施行する。
